
広報写真等の提供の決まり 

 

１．目的 

写真等の提供は、その使用によって、市政のＰＲ、イメージアップを図るために行うものとします。 

２．料金 

提供料金は無料です。 

３．提供できる対象者等 

提供できる対象者は、次のいずれかに該当するものです。 

（１）国、地方公共団体およびその外郭団体 

（２）市政記者クラブ加盟の報道機関 

（３）次のいずれかに該当する団体または個人で、秘書広報課長が認める者 

   ①マスコミ一般（新聞、雑誌、放送、出版社など） 

   ②公共的団体（町会、青少年・婦人団体など） 

   ③民間企業、個人など 

※営利目的や政治、宗教活動を助長する恐れがある場合は提供できません。人物等（市長、議長等公

人として判断されるものは除く。）の肖像権を侵す恐れがある場合も同様とします。 

※ただし、特定団体（民間企業、個人を含む）から営利目的で申請があった場合でも、七尾市の PR

につながるものであると秘書広報課長が認めたときは、提供できるものとします。 

４．条件 

（１）申請書の提出 

申請者は「写真等提供依頼申請書」の提出をお願いします。 

（２）提供できる対象物の媒体 

提供は原則デジタルデータとします。 

（３）提供後の管理 

申請者は、写真等の使用後、すぐにデータを消去してください。 

（４）複写転用の禁止 

申請者は、提供された写真等を秘書広報課が許可した使用目的以外に使用し、また複写転用しないで

ください。 

（５）その他 

使用者は、掲載写真等に「提供：七尾市」と標記してください。ただし、風景写真等をイメージとし

て使う場合など、文字の標記が不要であると秘書広報課長が認めるものについては、この限りではあ

りません。 

６．承認の取り消し 

（１）虚偽の申請や違反が発覚した場合には、秘書広報課長は承認を取り消し、すぐに使用を中止さ

せることができます。 

（２）前項の違反により市が損害を受けた場合は、依頼者様にその損害を賠償いただくこととなりま

すので、あらかじめご了承ください。 

７．疑義の決定 

この基準に規定のない事項については、秘書広報課長がその都度決定するものとします。 

 


